様式第1号（第7条関係）
　　年　  月　  日
粕屋町長 様 
 　　　　　　　　　　　　　　　〒　　　-
申請者（世帯主）　 住  所　粕屋町　　　　　　　　　　
氏 (ふり)  名 (がな)　　　　　　　　　　　　　　　
                         　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　
粕屋町省エネ家電買換促進補助金交付申請書兼請求書

粕屋町省エネ家電買換促進補助金交付要綱第7条第1項及び第2項の規定により、次のとおり関係書類を添えて補助金の交付を申請し、請求します。 
併せて、交付申請における補助要件審査のため、町長が申請者の住民記録及び町税の納税状況を確認することに同意します。 
	補助対象家電
	詳細を裏面へ記載すること

	交付申請（請求）額
※裏面（E）の金額を記載
	円 （E）


	添付書類
（☑チェックしてください）
	□　省エネ家電の買換えに係る領収書やレシート等の写し
（購入日、購入店舗名及び購入金額等の記載があるもの。）
□　買換え後の省エネ家電の型番が分かるメーカー発行の保証書の写し
□　買換え前の家電のリサイクルに係る家電リサイクル券排出　　　　　者控え等の写し
□　申請者本人の振込先口座がわかるものの写し
（通帳、キャッシュカードまたはインターネットでの口座の表示画面の写し等を含む。）

	同意・
誓約事項
	□　粕屋町省エネ家電買換促進事業補助金交付要綱第3条各号の要件を満たしている。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※裏面に続く
《町記入欄》
	世帯番号
	
	受付印

	住民基本台帳
	確認欄
	登録の有無
	






	
	
	有
	無
	

	町税の納付状況
	確認欄
	納税の有無
	

	
	
	有
	無
	

	
	
	
	
	時　　分


補助対象家電
	補助対象家電
 （☑チェックしてください）
	メーカー名
	機種名（型番）
	省エネ基準達成率

	· エアコン
· 冷蔵庫
· テレビ
	
	 
	％ 



補助金の額
	[bookmark: _GoBack]（A）：買換えに係るすべての費用
（本体価格、設置工事費、家電リサイクル料金、撤去費、運送費その他当該家電を住宅に設置するために必要な費用及び消費税等を含む。）
※クーポン、ポイント、下取り等による割引額を除く
	円（A）

	（B）：補助率適用後の額
	（A）×　1/2　＝　　　　　　　　円（B）

	（C）：(B)から1,000円未満を切り捨てた額
  　　　（例）56,700円→56,000円
	円（C）

	（D）：補助限度額
	５０，０００円（D）

	（E）：交付申請（請求）額
※この金額を表面に記載ください
	（C）、（D）のいずれか少ない金額

	
	　　円（E）



振込先　※口座名義は申請者（世帯主）と同一です　
	金融機関名
	銀行・農協
金庫・組合　
	本店
支店
支所

	口座種目・番号
	普通　・　当座
	
	
	
	
	
	
	

	（カタカナ）
口座名義
	



